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議案第４９号 

白岡市税条例の一部を改正する条例 

白岡市税条例（昭和３０年白岡町条例第４号）の一部を次のように改正

する。  

第３４条の８第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかっ

た金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額に

より」を加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当

し」を「、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」

に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改める。  

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条

第６項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条

第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払

者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３

１７条の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途に

おいて次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場

合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載し

た事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２

第１項の規定による申告書を提出することができる。  

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によ

って」を「により」に改め、同条に次の１項を加える。  

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場

合に併せて賦課し、及び徴収する。  

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境

税額の合算額」に、「によって」を「により」に改める。  
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第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環

境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中

「においては」を「には」に、「によって」を「により」に改め、同条第

３項、第５項及び第６項中「によって」を「により」に改める。  

第４６条中「又は」を「若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改め

る。  

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１

７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する

市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の

規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金に

より」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したも

のとみなす」に改める。  

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収する

ことが」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「  

及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。以下この条及び第４７条の５において同じ。）」を加え、「によって

徴収する場合においては」を「により徴収する場合には」に、「によって

徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項

中「によって」を「により」に改める。  

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、

「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規

定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第

７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤

納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託

したものとみなす」に改める。  

第８２条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に

「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第
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１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。  

附則第１５条の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に

改める。  

附則第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に

改める。  

附 則  

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

⑴ 第３４条の８第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正

規定、同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４

７条、第４７条の２及び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条

の２第４項の改正規定及び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに

次条第１項並びに附則第３条第１項（この条例による改正後の白岡市

税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部

分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

 ⑵ 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定  令和７年１月

１日              

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の白岡市税条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支

払を受けるべき白岡市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（ 

以下この項において「給与」という。）について提出する同条第１項の

規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与につ

いて提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、
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令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  

２ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に規定す

る施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自

動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の

例による。  

 

令和５年６月１日提出  

 

白岡市長 藤井 栄一郎   

 

提 案 理 由  

 地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、本条例改正の必要を認

め、この案を提出するものである。  

 


